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写真-1： スポーツコンプレックス正面。各スポーツ連盟に

貸し出されている。 

写真-2： 柔道連盟のブース。国際連盟から提供された畳が

あるが、オリンピック委員会が管理している。 

 

 

  

 

 

写真-3：空手連盟のブース。畳がなく、クッションマットを敷

き練習をしている。  

写真-4：ボクシング連盟のブース。規格外のリングのため、

国際試合を開催することができない。  

 

 

  

 

 

写真-5：レスリング連盟のブース。マットが薄く、怪我の危

険性が常に付きまとっている。 

写真-6：重量挙げ連盟の競技用プラットフォーム。機材調達

にあわせて規定サイズに拡張する予定。 

 

 

  

 

 

写真-7 体操連盟のブース。練習用器材は老朽化が著し

い。 

写真-8：体操練習の様子。比較的多くの子供が練習に参加

している。 



 

 

 

 

  

 

 

写真-9： フェンシング連盟は不祥事によりブースを使え

ず、現在は他の場所で練習を行っている。 

写真-10：スポーツセンター内卓球場。連盟の規模が大きい

ところは自前で器材整備が可能。  

 

 

  

 

 

写真-11： スポーツセンター内の宿泊施設。スポーツイベ

ントを多数開催しており、施設の活用が活発。 

写真-12：センター外にあるプール。40 年かけて整備され

た。  

 

 

  

 

 

写真-13：プール脇の倉庫。連盟が独自に備品調達を行

っている。  

写真-14：無償資金協力で建設された人造りセンター。スポ

ーツだけでなく、地元の音楽イベントなどでも活用。 

 

 

  

 

 

写真-15：人造りセンター内体育館。無償資金協力で整備

された体操器材が現在も活用されている。 

写真-16：ミニッツ署名の様子。ペッチ長官は元テニスプレー

ヤー。  
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1. プロジェクトの背景・経緯 

1-1 プロジェクトの背景と無償資金協力要請の経緯 

パラグアイでは、公園や公共施設等の不足、機材の未整備などから、国民がスポーツを行

う環境が不足している。また、分野ごとのスポーツ協会がそれぞれスポーツ活動の推進と

強化に努めているが、予算不足、活動場所の制約等から、十分な活動ができていない協会

も存在する。かかる状況下、パラグアイ政府は「国家開発計画 2014－2030」の中で「公共

サービスの質の向上」を掲げ、同目標達成のため、「国や公共団体の連携の下、国民が広く

スポーツができる環境と機会を整備し、国民の健康増進に寄与すること」を目指している。

特に、スポーツ庁（Secretaria Nacional de Deportes、これ以降 SDNという）では、合

理的かつ適切な練習を可能とし国家全体のスポーツ技術を向上すること、多くの国民にス

ポーツの機会を提供することを目的とし、全人口の 3割以上が集中するアスンシオン大都

市圏にパラグアイのスポーツの中核施設として「スポーツ庁訓練センター」を設立した。

しかし同センターに設置する器材の整備迄は行えず，同センターを利用する各スポーツ連

盟が所有の器材を持ち込んで活動を行っているものの，規格に適合していない器材が多く，

種類も不足している。そのため安全，安心な環境でのスポーツの実施，国際規格の器材を

活用した質の高い練習や大会への参画・開催が困難な状況にある。上記の背景より、機材

を国際的な水準へ更新し、国民に広く高水準のスポーツ機会を提供することで、国家開発

計画を促進するべく、本案件の要請に至った。 

1-2 無償資金協力要請の内容 

SND および各スポーツ連盟との協議において、要請機材リストの内容について確認を行っ

た。その結果、要請内容は、SNDの敷地内にある練習場施設（National Training Complex）

にスペースを有する 7競技種目（柔道、空手、ボクシング、レスリング、重量挙げ、体操、

フェンシング）で使用される機材であることが確認された。協議の過程で品目の追加、数

量の増減等の要請機材内容の一部変更要請があり、これについては要請を受領の上、必要

性・妥当性について検討を行うこととした。 

(1) 要請年月 2014 年 8月 

(2) 要請金額 50.0百万円 

(3) 要請内容  

1．柔道機材：4品目   2．空手機材：5品目 

3．重量挙げ機材：25品目  4．体操機材：10品目 

5．ボクシング機材：14品目  6．レスリング機材：7品目 
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7．フェンシング機材：34品目 

・要請内容の詳細は別添資料参照。 上記の他に、空送費および保険料 

(4) 対象サイト：スポーツ庁、アスンシオン市 

(5) 実施機関：スポーツ庁、アスンシオン市 

1-3 我が国の関連分野への協力 

我が国の一般文化無償資金協力実績は以下の通りである。 

表-1 対パラグアイ国一般文化無償資金協力実績 

協力内容 実施年度 案件名/その他 
事業費 

（百万円） 
概  要 

一般文化無
償資金協力 

2001 
国家警察音楽隊に対す
る楽器の整備 

40.4 
国家警察音楽隊への
管楽器等の整備 

一般文化無
償資金協力 

2002 
文部省放送教育文化局
に対する番組ソフトの
整備 

18.0 
教育文化局への教育
番組等の整備 

一般文化無
償資金協力 

2003 
国立音楽大学に対する
楽器の整備 

49.7 
国立音楽大学への弦
楽器等の整備 

一般文化無
償資金協力 

2004 
教育文化省スポーツ総
局に対するスポーツ器
材の整備 

47.6 
スポーツ総局へのス
ポーツ器材の整備 

一般文化無
償資金協力 

2005 
国家観光庁音響・照明・
視聴覚機材整備計画 

42.2 
国家観光庁への視聴
覚器材等の整備 

一般文化無
償資金協力 

2014 
パラグアイテレビ番組
ソフト整備計画 

56.9 
パラグアイ TV への
教育番組等の整備 

1-4 他のドナー国・機関による協力 

中国から卓球機材一式が供与された。後述のように、各スポーツ連盟はスポーツ庁から助

成金を受けており、遠征試合の費用、練習用の小物機材等の購入費用として活用している。。  
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2. プロジェクトを取り巻く状況 

2-1 プロジェクトの実施体制 

本プロジェクトの主管省庁および実施機関はスポーツ庁（Secretaría Nacional de 

Deportes）である。 

2-1-1 組織・人員 

本プロジェクトの実施機関はスポーツ庁（SND）であり、同庁のスポーツ局長が担当責

任者となる。スポーツ局はスポーツ競技部、スポーツ教育部、スポーツ振興部及びスポ

ーツ指導・調査部の 4部門で構成され、スポーツ競技部が各スポーツ連盟を統括する。

職員数は 2015年 10月現在 128名である。以下に SNDの組織図を示す。 
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図-1 SNDの組織図 

本事業で調達される器材の管理は、財務管理局の保守・庶務部が担当する。またインベ

ントリー管理は財産部が行う。スポーツ局が管理支援を行い、器材が所期の目的通り活

用されているか確認する。 

機材の管理責任は SND が負うが、日常点検等の簡易な保守管理はトレーニングセンター

を使用する各スポーツ連盟が行う。SND は同連盟で対応できない不具合等が発生した場

合に、現地代理店への修理・部品交換を発注するなどの対応を行う。 
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2-1-2 財政状況 

SND の過去 3 年間の平均収入は約 874 億 4,888 万ガラニ（約 19 億 2,387 万円）であり、

その内訳は政府予算が約 32％、自己収入（施設使用料等）約 2％、特別予算（TV放映権

料、スポーツくじの収益金およびサッカー選手の移籍金の一部）約 15％、酒税/タバコ税

約 51％であり、毎年安定している。2013年の政権交代によりスポーツ振興強化の方針が

打ち出され、酒税/タバコ税のうち 1%を通常の予算とは別に SND に配分される等、多様

な財源から予算が割当てられている。 

支出は人件費約 10％、教育機関への交付金約 47％、施設整備費約 34％、残る約 9%が運

営経費である。機材の維持管理費は運営経費に含まれており過去 3年間の平均で約 17億

5,516万ガラニ（約 3,861万円）である。これは SND年間予算の約 2％程度であり、本事

業の調達器材の維持管理はパラグアイ国側で負担可能である。過去 3 年間の収支は表-1

のとおりである。 

表-2  SNDの収支（2013～2015） 

 2013 2014 2015 (計画) 3 年間平均 

収 入     

政府予算 36,744,876,006 18,047,225,570 30,154,641,682 28,315,581,086 

自己収入 578,050,000 600,000,000 3,400,000,000 1,526,016,666 

特別予算 15,000,000,000 15,000,000,000 9,836,916,136 13,278,972,045 

酒税/タバコ税の 1% 44,371,000,000 46,613,935,485 42,000,000,000 44,328,311,828 

合 計 96,693,926,006 80,261,161,055 85,391,557,818 87,448,881,626 

支 出     

人件費 7,316,278,392 7,060,301,001 7,510,982,358  7,295,853,917 

 運営経費          

  維持管理費 443,493,707 2,386,987,414 2,435,000,000 1,755,160,373 

  その他経費 2,932,997,048 3,779,932,533 10,016,349,928 5,576,426,503 

 備品・消耗品費 1,496,728,800 1,738,678,800 1,293,509,540 1,509,639,046 

 施設整備費 42,997,228,059 23,682,061,307 23,215,721,000 29,965,003,455 

 教育機関への交付金 41,490,200,000 41,490,200,000 40,844,032,272 41,274,810,757 

その他 17,000,000 123,000,000  75,962,720 71,987,573 

合 計 96,693,926,006 80,261,161,055 85,315,595,098 87,423,560,719 

収 支 0 0 75,962,720 25,320,906 

単位：パラグアイガラニ 会計年度：1月 1日～12月 31日 

2-1-3 技術水準 

本プロジェクトで調達される機材はスポーツ庁が運営管理を行うことになる。インフラ・

メンテナンス部のメンテナンス・一般サービス課が担当する。日常の機材管理は、主な
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使用者となる各スポーツ連盟が実施し、簡易な修理等も可能な範囲で行うものとするが、

大掛かりな修理や部品交換を伴う修理等は、現地代理店等と外注契約を結んでいるスポ

ーツ庁が行う。また機材登録課ではインベントリー管理を行う。スポーツ促進部は機材

が当初の目的通り活用されているか確認する。 

2-1-4 既存施設・機材 

スポーツ庁の敷地内には本庁建物の他、バレーボール・バスケットボール大会が実施可

能な観客席付きの総合体育館、フットサルコート、テニスコート、ハンドボールコート、

卓球場、陸上トラック、競泳用屋内プール、宿泊施設等が点在している。本プロジェク

トの整備器材が設置される屋内型練習施設には、各スポーツ連盟が個別に所有機材を持

ち込みで使用しており、本プロジェクトにかかるスポーツ庁所有の既存器材はない。 

2-2 環境社会配慮及びグローバルイシューとの関連 

2-2-1 環境社会配慮 

特になし。 

2-2-2 その他（グローバルイシュー等との関連） 

日本政府は、「経済財政運営と改革の基本方針 2015」において、「2020 年東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会等は、日本全体の祭典であるとともに、世界に日本を発信

する最高のチャンスとして、我が国が活力を取り戻す弾みとなるものであり、その開催

に向け、政府一丸となって取り組む」としており、同大会誘致時の公約である「Sport for 

Tomorrow」の着実な実施が求められている。本プロジェクトはその一環を成すものであ

る。また「国家安全保障戦略」においても、「人と人との交流の強化」の下、同大会を活

用しつつ、「スポーツや文化を媒体とした交流を促進し（中略）ていく」とされており、

本プロジェクトは、これらの政府の重要政策に沿った施策である。 
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3. プロジェクトの内容 

3-1 プロジェクトの概要 

(1) 上位計画 

パラグアイ共和国は「国家開発計画 2014－2030」の中で「公共サービスの質の向上」の

達成を掲げており，また「スポーツ発展のための国家政策 2013-2018」では，体育・スポ

ーツを通じた社会統合と人材育成を図り，もって社会的脆弱性の克服と機会均等の実現

を目指している。 

対パラグアイ共和国の国別援助方針（大目標）として「貧困層の生計向上と社会サービ

スの充実を通じた格差無き持続的経済・社会開発」が定められている。本事業は，パラ

グアイのスポーツ中核施設である「スポーツ庁訓練センター」の器材整備を通じて，広

く国民に対してスポーツの機会へのアクセス向上を図りもって社会サービスの充実に寄

与するものであり，本プロジェクトは上記方針に合致する。 

 (2) 当該セクターの現状 

パラグアイ政府（以下「パ」国）は「国家開発計画 2014－2030」の中で「公共サービス

の質の向上」を掲げ、同目標達成のため活動計画の一つとして、「国や公共団体の連携の

下、国民が広くスポーツができる環境と機会を整備し、国民の健康増進に寄与すること」

を目指している。2013 年 8 月のカルテス大統領の就任後、「スポーツ発展のための国家

政策 2013-2018」が策定され、新たにスポーツ庁長官としてビクトル・ペッチ氏が任命さ

れた。ペッチ氏は「パ」国で人気の高い元プロテニスプレーヤーであり、国民の注目度

も高い。「パ国」は体育・スポーツとレクリエーションを通じた社会統合と人材育成の実

現を図り、もって社会的脆弱性の克服と機会均等の実現を目指している。 

スポーツ庁は 2013 年からサッカー選手の移籍金の一部、スポーツくじ、TV 放映権料及

び酒とタバコの税収の1%を財源としてスポーツ振興および競技選手の強化を目的とした

助成金の交付事業を開始した。助成金は各スポーツ連盟に交付されるもの1と、スポーツ

連盟を経由して競技選手の奨学金として個人に交付されるもの2の 2種類がある。前者は

申請に基づいて交付され、本調査時点で対象 50 競技種目中、30 競技種目のスポーツ連

盟が助成を受けている。後者は 37名の競技選手に与えられており、水泳、陸上、テニス、

                                                   
1 「パ」国の伝統的スポーツであるかどうか（認知度）、国際大会・パンアメリカン大会、南米大会等での実績、オリ

ンピック競技であるかどうか、スポーツ連盟の国内活動実績など 9項目を点数化し、合計得点により最高

500.000.000Gsから最低 50.000.000Gs まで 10段階に等級分けをして助成金を交付するもの。 
2 特級：オリンピックメダル獲得者、Aクラス：パンアメリカン大会メダル獲得者等、Bクラス：南米大会メダル獲得

者等、Cクラス：南米大会で 4位・5位入賞者等、育成枠：南米大会でメダルを獲得した年少者の 5段階に等級分けを

して奨学金を与えるもの。最高 USD1,500/月から最低 USD400/月。 
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空手等 12競技種目に及ぶ。 

スポーツ庁は現在、スポーツ庁訓練センター内の競技施設・機材整備を精力的に進めて

おり、これまで総合体育館の改修工事、水泳用競技プールの改修工事、宿泊施設の整備、

ボディビル用のフィットネス器具整備、フットサルコートの整備等を行ってきた。本プ

ロジェクトで整備される機材が設置される練習場施設（National Training Complex）は、

屋内型かつ専用の練習場を持たない競技に練習の場を提供することを目的として今年新

設されたものであり、現在 9 競技（柔道、空手、ボクシング、レスリング、重量挙げ、

体操、バドミントン、スケート、テコンドー）のスポーツ連盟に無料で貸与されている。

各スポーツ連盟は独自にスペースの運営・管理を実施しており、連盟の登録選手の練習

用、連盟主催の競技大会の会場としての活用のほか、広く一般市民にスペースを開放し

て無料レッスン等を行っている。 

現在各スポーツ連盟はそれぞれ手持ちの器具を他の練習施設から持ち込んで、活動を行

っているが、国際大会レベルの規格品ではない器具も多く、種類も不足している。また

機材整備対象となる 7 つの競技連盟は、組織も小さく、民間団体等からの支援を得られ

ないため資金力がなく、各連盟の力では器具を調達することができないのが現状である。 

かかる状況下、スポーツ庁は対象 7 競技において、オリンピックや国際大会でメダルを

獲得するなど、近年めざましい活躍を見せる我が国に機材整備を要請することを決定し、

2020年の東京オリンピックに向けて選手強化を図る計画である。本プロジェクトの実施

により、機材を国際的な水準へ更新し、選手強化とともに国民に広く高水準のスポーツ

機会を提供することで、国家開発計画の促進に資することが期待される。 

 (3) プロジェクトの目的 

本プロジェクトは，スポーツの中核的施設であるスポーツ庁訓練センターへの器材を整

備することにより，広く国民のスポーツへのアクセス向上を図り，もって貧困層の生計

向上及び社会サービスの充実を通じた格差無き持続的経済・社会開発に寄与するもので

ある。 

3-2 無償資金による計画 

3-2-1 設計方針 

本無償資金協力は、スポーツ庁訓練センター内の練習施設（屋内型競技かつ専用の練習

場を持たない競技に対し、練習の場を提供することを目的として新設された）を現在活

用している（あるいは活用を予定している）7つの競技（柔道・空手・重量挙げ・ボクシ

ング・レスリング・体操・フェンシング）の練習および競技会に使用するためのスポー
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ツ器材を対象として、整備の妥当性の検討を行った。 

しかしながら、フェンシングについては、調査時点においてスポーツ庁訓練センター内

の練習施設から撤退しており、調達機材の設置場所が確保できない可能性が高いと判断

し、優先順位を下げた。 

現地調査および協議の結果を踏まえて以下の方針に基づき計画する。 

① 既存器材の活用状況、使用者の技術レベル及び維持管理体制・予算等を考慮し、ス

ポーツ庁のスポーツ開発・振興活動に鑑みて適切かつ効果的な機材内容・数量とする。

調達先については消耗品・交換部品の入手が円滑かつ容易に行えるよう十分に配慮す

る。 

② 器材のグレードについては、対象競技の競技者の技術レベル向上の達成および国際

大会の開催に必要なグレードを選定するものとし、使用者のレベル、使用経験の有無、

使用頻度、耐久性、現地代理店による維持管理の可否、また入札時の競争性確保の観点

から設定する。 

3-2-2 基本計画（機材計画） 

(1) 機材選定の基本方針 

機材計画に関しては、既存機材の使用状況、パラグアイ国側の予算、技術レベル及び

維持管理面での実施能力に配慮した、適切かつ効率的な機材の範囲、規模および内容

とする。調達先については消耗品・交換部品の入手が円滑かつ容易に行えるよう十分

に配慮する。 

機材のグレードについては、本プロジェクトの目標を達成するために必要なグレード

を選定するものとし、使用者のレベル、使用経験の有無、使用頻度、耐久性、パラグ

アイ国内の代理店による維持管理の可否等を考慮する。また、本プロジェクトは「ス

ポーツ・フォー・トゥモロー」イニシアチブの一環と位置づけられることから、調達

国については、できる限り日本メーカー製品を含むこととするが、入札における公平

性・競争性を担保する観点から、第三国メーカー製品の調達も含めた計画とする。 

基本的には競技用、特に国際大会を開催することができる規格の機材を整備する方針

とする。各連盟に割り当てられている専有スペースは限られたものであり、練習用と

競技用をそろえることは競技によっては不可能である。他方、現在のパラグアイの競

技レベルから練習用に特化した機材を整備すれば、練習環境を充実させることは可能

であるものの、国際規格での競技経験を有することなく国際大会を含む競技会に参加

することになり、またパラグアイ国内での国際大会開催も難しく、選手のモチベーシ
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ョンアップやレベルアップが難しくなる懸念もある。そのため、本プロジェクトでは

可能な限り競技用機材を調達する計画とする。 

最終要請機材を取りまとめるにあたって、各スポーツ連盟の責任者との協議を通じて

各機材の必要性、要請数量の根拠、既存機材との重複排除などを確認し、妥当性が高

いと認められる機材を選定した。要請機材の妥当性検証のための判断基準は以下のと

おりである。 

① 現状もしくは将来計画にある活動内容との整合性 

② 現状もしくは将来計画にある維持管理体制、予算措置との整合性 

③ 競技レベルとの整合性、過去の国際大会での実績 

④ 消耗品、スペアパーツが必要な場合、自己予算で購入できる機材 

⑤ 代替手段がない、自己予算での購入が難しい機材 

(2) 調達機材計画 

上記選定基準に基づき、各分野における機材を以下の内容で計画した。 

表-3 機材計画内容 

競技名 機材計画方針及び主な計画機材内容 

柔道 競技用および練習用タタミ、柔道着を計画する。競技用は国際柔道連

盟の規格品とする。 

空手 競技用タタミ、競技用プロテクター類（子供用）を計画する。タタミ

は国際大会で使用できる仕様とする。 

重量挙げ 競技用及び練習用重量挙げバーベル類、プラットフォーム、筋肉トレ

ーニング用フィットネス器具を計画する。比較的安価で現地製作が可

能なフィットネス器具は協力対象から除外する。競技用バーベルは国

際重量挙げ連盟の規格品とする 

体操 国際体操連盟の規格品を計画する。なお、新体操用床セットはエアロ

ビクスでの使用を想定しており、必要性が低いことから協力対象外と

する。 

ボクシング 試合用ボクシングリングについては国際試合用の仕様とする。そのほ

かグローブ類、パンチ練習用の各種器具を計画する。 

レスリング 競技用（国際試合規格品）及び練習用マット、練習用器具を計画す

る。 

 

次に計画機材リストを示す。 
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表-4 計画機材リスト 

機材

番号 

要請 

番号 
機材名 数量 単位 

1 JD-01 競技用タタミセット 1 式 

2 JD-02 練習用タタミセット 1 式 

3 JD-03 競技用柔道着 1 式 

4 KT-01 タタミセット 1 式 

5 KT-04 ボディプロテクター 25 式 

6 KT-05 ヘッドガード 25 式 

7 HF-01 ディスクラック 20 式 

8 HF-03 女性用重量挙げ練習セット 10 式 

9 HF-04 男性用重量挙げ練習セット 10 式 

10 HF-05 女性用重量挙げ競技セット 2 式 

11 HF-06 男性用重量挙げ競技セット 2 式 

12 HF-07 練習用プラットフォーム 10 式 

13 HF-08 競技用プラットフォーム 3 式 

14 HF-10 スコアシステム 1 式 

15 HF-11 スクワットラック 10 式 

16 HF-12 重量挙げ技術セット 25kg 5 式 

17 HF-13 重量挙げ技術セット 20kg 5 式 

18 HF-15 プルボックス 10 式 

19 HF-16 ジャークボックス 10 式 

20 HF-18 デュアルスタック機能トレーナー 1 式 

21 HF-19 ダンベルベンチプレス 1 式 

22 HF-20 ローマンチェア 1 式 

23 HF-21 オリンピックベンチプレス 1 式 

24 HF-22 プローンレッグカールマシン 1 式 

25 HF-23 レッグエクステンションマシン 1 式 

26 HF-24 ヒップアダクションマシン 1 式 

27 HF-25 レッグプレス 1 式 

28 GN-01 段違い平行棒用体操器具セット 1 式 

29 GN-02 平均台用体操器具セット 1 式 

30 GN-03 跳馬用体操器具セット 1 式 

31 GN-04 体操用床セット 1 式 

32 GN-05 あん馬用体操器具セット 1 式 

33 GN-06 吊り輪用体操器具セット 1 式 

34 GN-07 鉄棒用体操器具セット 1 式 

35 GN-08 平行棒用体操器具セット 1 式 

36 GN-10 トランポリン競技用器具セット 1 式 

37 BX-01 ボクシングリング 1 式 

38 BX-02 パンチミット 5 式 
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39 BX-05 練習用グローブ 8 式 

40 BX-06 ホワイトナックルグローブ 8 式 

41 BX-07 サンドバッグ 5 式 

42 BX-08 スピードバッグ 5 式 

43 BX-09 ダブルエンドバッグ 8 式 

44 BX-10 メキシカンスタイルダブルエンドバッグ 2 式 

45 BX-11 バンテージ 40 式 

46 BX-12 飛び縄 15 式 

47 BX-14 スポーツマット 90 式 

48 LC-01 競技用レスリングマットセット 1 式 

49 LC-02 練習用レスリングマットセット 1 式 

50 LC-03 投げ込み練習用人形セット 1 式 

51 LC-06 メディシンボールセット 1 式 

52 LC-07 レスリング用時計表示板 1 式 

(3) 交換部品、消耗品の設計計画 

本プロジェクトで調達される機材の交換部品、消耗品は、標準として本体に装備されて

いるものの他は本計画に含めないこととする。 

(4) その他 

機材マニュアルなどの言語はスペイン語とする。 

3-2-3 調達計画 

(1) 資機材等調達先 

本プロジェクトにおける計画機材の調達国については、日本における調達を中心に、

一部日本メーカー製品が少ない競技機材に関しては、第三国調達も想定した計画とす

る。以下に主要な資機材調達先を示す。 
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表-5 主要な資機材調達先 

資機材名 
調達国 備考 

（想定国） 現地 日本 第三国 

柔 道 器 材  ○   

空 手 器 材  ○   

ボクシング器材   ○   

レスリング器材   ○ ○ ドイツ、イタリア 

重 量 挙 げ 器 材   ○ ○ スウェーデン、米国 

体 操 器 材  ○ ○ フランス、オランダ 

(2) 輸送計画 

1) 輸送範囲、輸送経路 

全ての機材について日本側の経費負担によりサイトまで輸送を行うこととし、輸送範

囲は日本からパラグアイ国アスンシオン市内の対象サイトまでとする。 

輸送経路については、以下のルートを原則とする。 

日本の主要港 →
海上輸送

パラグアイ (アスンシオン港) →
陸上輸送

サイト（スポーツ庁訓練センター） 

2) 輸送方法 

日本からパラグアイ国アスンシオン港まではコンテナ定期船による海上輸送及び河

川輸送とし（40 フィートコンテナ）、輸送期間は約 60日間を見込む。アスンシオン港

からアスンシオン市内にあるサイトまでトラックにて輸送（約 1 日）、荷下ろし渡し

とする。 

3) 輸送梱包 

輸送梱包は原則として密閉防湿木箱梱包とする。メーカーおよびメーカー代理店にて

出荷用の初期梱包を施した上で、梱包所にて木箱梱包を行うこととする。 

(3) 機材据付及び操作指導 

本計画の据付工事等については、据付に特段高度な技術を要する機材がないことから、

メーカーおよびメーカー代理店技術者を配置することはせず、現地調達管理要員の指
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示・管理の下、組立・設置、調整・試運転、初期操作指導を実施する計画とする。 

1）据付工事計画 

普通作業員による組立・設置を行う。作業の開始から完了までの全期間に現地調達管

理要員 1名（日本人）および調達管理補助要員 1名（現地傭人）を配置し、普通作業

員の管理業務を行う。 

2）調整・試運転（動作確認）実施計画 

一部の重量挙げ、レスリング機材については、組立・設置終了に引き続き、調整・試

運転（動作確認）を行う（対象機材については据付工事費等明細に添付の「据付日程

算定表」を参照）。普通作業員が現地調達管理要員および調達管理補助要員の指示に

基づきこれらの業務を行うものとする。 

3）初期操作指導実施計画 

一部の重量挙げ、レスリング機材について、調整・試運転（動作確認）に引き続き初

期操作指導を実施する。現地調達管理要員が事前に日本国内において各メーカーから

指導方法のレクチャーを受けた上で調達管理補助要員とともに行うものとし、機材の

運搬等で普通作業員が補助をすることとする。 

4）運用指導実施計画 

本プロジェクトでは、運用指導は実施しない。 

5) 検査・検収等実施計画 

国内業務として、入札による落札業者選定後の機器製作図作成、製品検査を行うこ

ととする。また、現地においては機材の検収・引渡等の業務を行う。 

① コンサルタントの検査・検収実施計画 

業者選定後の業者打ち合わせ等にかかる国内調整業務、出荷前検査及び第三者機

関による船積前機材照合検査にかかる国内調整業務は検査技術者１(3 号)および

検査技術者 2（4号）が担当する。機材の検収・引渡しにかかる現地業務は常駐調

達監理技術者（3号）が担当する。 

② 調達業者の検査実施計画 

業者契約後の業者打合わせ等、出荷前検査及び第三者機関による船積み前機材照

合検査立合いに係る国内業務は検査要員１(3号)が担当する。また現地における開

梱搬入から引渡しまでの据付工事等にかかる調達管理は現地調達管理要員 1(3号)
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および調達管理補助要員（現地傭人）が担当する。 

(4) 免税手続について 

免税手続きは SND 内の事務局が担当し、法務局が必要書類の作成を担当する。SND は入

札後に機材調達契約書の写しおよび機材リスト（仕様書を含む）大統領府に提出し、大

統領令により SND 長官が免税手続きを行うことが許可される。 

(5) 事業実施工程表 

本プロジェクトの事業実施工程表を表-6 に示す。 
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表-6 事業実施工程表

項
目

延
月

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

交
換
公
文
及
び
贈
与
契
約
調
印
(E
/
N
、
G
/
A
)

ｺ
ﾝ
ｻ
ﾙ
ﾀ
ﾝ
ﾄ契
約

現
地
調
査

国
内
解
析
・
詳
細
設
計

入
札
図
書
作
成

入
札
図
書
承
認

入
札
公
示

内
説
・
図
渡
し

入
札

入
札
評
価

業
者
契
約

機
器
製
作
図
確
認

機
器
製
作

製
品
（
工
場
）
検
査

出
荷
前
検
査

船
積
前
機
材
照
合
検
査

船
積
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3-3 相手国側負担事項 

本プロジェクトの実施にあたり、パラグアイ国側の負担事項は、次のとおりである。 

表-7 相手国側負担事項 

 項  目 
概算金額 

（百万円） 

（1） 銀行手数料等 0.1 

（2） 免税措置 - 

 

3-4 プロジェクトの運営維持管理 

今回の無償資金協力で調達される機材は SNDが管理をすることになる。管理する部署はイ

ンフラ・メンテナンス部のメンテナンス・一般サービス課が担当する。またインベントリ

ー管理は機材登録課が行う。機材の修理等は外注契約を結んでいる。スポーツ促進部が管

理支援を行い、機材が所期の目的通り活用されているか確認する。 

機材の管理は SNDが責任を負うが、日常点検等の簡易な保守管理は各スポーツ連盟が行い、

機材の修繕や部品交換等、連盟でできない部分を SNDが行う。 

SND が連盟に貸出す機材については現在も記録を残しているので、同様のやり方で対応す

る。通常仕様で故障・破損した場合は SNDが修理するが、故意の場合は連盟自身で修理す

る。 

  



 

18 

 

4. プロジェクトの評価 

4-1 プロジェクトの前提条件 

4-1-1 事業実施のための前提条件 

特になし。 

4-1-2 プロジェクト全体計画達成のための前提条件・外部条件 

特になし。 

4-2 プロジェクトの評価 

4-2-1 妥当性 

日本政府は 2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた「新たなスポーツ文化

の確立」に取り組んでいるが、その一環として途上国のスポーツ関連器材を整備し、多

くの人にスポーツの機会を提供する「スポーツ・フォー・トゥモロー」イニシアチブを

表明している。 

本事業の対象競技（柔道，空手，重量挙げ，体操，ボクシング，レスリング）について、

近年パラグアイは南米大会に出場しメダルを獲得するなど好成績をあげている。また、

学校等の公共施設で若者を対象としたデモンストレーション競技の開催などの普及活動

に積極的に取り組んでおり、競技レベルの向上及び競技の裾野拡大の両面において、今

後の伸びが期待できる。 

また、これら競技については、我が国の技術レベルは高く、近年オリンピックや国際大

会でメダルを獲得するなど、めざましい活躍を見せている。体操・レスリング・重量挙

げ・柔道の種目で JOCV隊員が同センターにおいて活動中であり、調達器材の活用促進の

観点から、連携が期待できる。なお、柔道及び空手は我が国の国技であり、日本文化の

発信やスポーツを通じた国際交流の促進の観点からも、本事業を実施することにより大

きな効果が期待できる。よって無償資金協力として本事業の実施を支援する必要性及び

妥当性は高い。 
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4-2-2 有効性 

1) 定量的効果 

表-8 定量的効果 

指 標 名 
基 準 値 

(2015年実績値) 

目標値（2020年） 

【事業完成 3年後】 

スポーツ庁訓練センターが所有する本事業対象

6 競技の国際規格器材の有無 

なし 有り 

スポーツ庁訓練センターで開催される本事業対

象 6競技の国際大会の年間開催回数（回） 

0 各競技で 1回以上 

スポーツ庁訓練センターの利用者数（名／週） 各競技で週 100名 各競技で週 200名 

2) 定性的効果 

① 競技会等での「パ」国選手の競技成績の向上により、当該スポーツ競技への関心が高

まる。 

② 国際大会への「パ」国選手の出場回数の増加により、「パ」国民の対象競技への認知度

が高まる。 

③ 日本の国技である柔道・空手器材整備により、スポーツを通じた「パ」国と日本の交

流活動が促進され、友好関係が深まる。 

4-3 その他（広報、人材交流等） 

4-3-1相手国側による広報計画 

本プロジェクトが実現した場合、SND は以下の方法で日本の機材整備についての広報を

行うことを確認した。 

・引き渡し式を実施する。 

・SNDの Webページ、ソーシャルメディア等を活用する。 

・毎年、全国の中学校が参加する選手権大会をはじめ、多くのスポーツ大会・競技会が

SNDで開催されている。その機会を捉えて、日本の協力で機材整備支援が行われたこ

とをアピールする. 

4-3-2 その他 

特になし。 
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5. 付属資料 

5-1 調査団員・氏名 

岡本 明広 チームリーダー/機材計画 3 インテムコンサルティング㈱ 

玉木 智宏 機材調達・積算 3 インテムコンサルティング㈱ 
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5-2 調査行程 

日順 機材計画 3（岡本 明広） 機材調達/積算 3（玉木 智宏） 

9/13 日 移動（羽田→フランクフルト） 

9/14 月 
移動（フランクフルト→サンパウロ→アスンシオン） 

JICA 表敬 

9/15 火 キックオフミーティング（国家スポーツ庁/各スポーツ連盟） 

9/16 水 

サイト状況調査 

各スポーツ連盟機材関連協議 

（要請機材、既存機材、設置場所、設備・据付工事、運用・維持管理

等の確認） 

9/17 木 各スポーツ連盟機材関連協議 

9/18 金 
青年海外協力隊員ヒアリング 

各スポーツ連盟機材関連協議 

9/19 土 団内会議 

9/20 日 資料整理 

9/21 月 協力成果・関連情報の収集、広報計画、先方負担事項調査 

9/22 火 協力成果・関連情報の収集、広報計画、先方負担事項調査 

9/23 水 
機材計画まとめ 現地輸送業者訪問調査 

現地代理店調査 

9/24 木 ミニッツ協議 

9/25 金 
現地輸送業者訪問調査 

JICA 中間報告 

9/26 土 団内会議 

9/27 日 資料整理 

9/28 月 資料整理 

9/29 火 ミニッツ協議 

9/30 水 
ミニッツ署名  

JICA 報告 

10/1 木 
在パラグアイ日本大使館報告 

移動 （アスンシオン→サンパウロ→フランクフルト） 

10/2 金 移動 （フランクフルト→羽田） 

10/3 土 移動 （羽田着） 
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5-3 関係者（面会者）リスト 

名前 組織名 役職 

Victor Manuel Pecci 国家スポーツ庁 大臣 

Bruno Zanotti Cavazzoni 国家スポーツ庁 スポーツ総局長 

Nimia A. Aquino V. 国家スポーツ庁 運営財務総局長 

Jose Avalos 国家スポーツ庁 
インフラ・メンテナンス

局長 

Ricardo Deggeller 国家スポーツ庁 強化課長 

Osｍar L. Urbieta 重量挙げ連盟 会長 

Glaudelina Montiel 重量挙げ連盟 副会長 

Osｍar C. Urbieta 重量挙げ連盟 事務局長 

Carlos Viveros フェンシング連盟 副会長 

Miguel A. Paredes フェンシング連盟 事務局長 

Guido Insfron フェンシング連盟 委員会メンバー 

Carlos Raúl Gutierrez レスリング連盟 会長 

Felipe Moreno レスリング連盟 トレーナー 

Miguel A. González G. ボクシング連盟 会長 

Orlando Durañona ボクシング連盟 事務局長 

Victor Luis Bnitos ボクシング連盟 会計 

Lineo Raúl Chueres Lugo ボクシング連盟 顧問 

Karim Gonzálz 体操連盟 会長 

Silvina Vazquez 体操連盟 トレーナー 
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Juan Manuel Fernández V. 空手連盟 会長 

Francisco Birnstill 柔道連盟 会長 

Jorge F. Armanda Sánchez 柔道連盟 顧問 

上田 善久 在パラグアイ日本大使館 特命全権大使 

山方 知之 在パラグアイ日本大使館 政務・広報文化担当 

吉田 英之 JICAパラグアイ事務所 所長 

瀧口 暁生 JICAパラグアイ事務所 事業班長 

根岸 マリオ JICAパラグアイ事務所 現地職員 

澤田 和哉 人造りセンター 青年海外協力隊員 

木村 駿介 レスリング連盟 青年海外協力隊員 
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5-4 討議議事録及び当初要請からの変更点 

最終的にスポーツ庁と合意した討議議事録は別添のとおりである。また、討議議事録にお

ける要請内容から削除・変更した機材内容は別表のとおりである。 
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別表 討議議事録における要請内容から削除・変更した機材 

 

 

 

 

JD-03 競技用柔道着 32 → 1 一式に変更

JD-04 練習用柔道着 200 → 0 スポーツ庁にて調達が可能

KT-02 すねあて 25 → 0 スポーツ庁にて調達が可能

KT-03 グローブ 25 → 0 スポーツ庁にて調達が可能

HF-02 シャフトラック 3 → 0 スポーツ庁にて調達が可能

HF-09 バーベルリフター 2 → 0 スポーツ庁にて調達が可能

HF-14 電子体重計 2 → 0 スポーツ庁にて調達が可能

HF-17 フラットベンチ 5 → 0 スポーツ庁にて調達が可能

HF-19 ダンベルベンチプレス 5 → 1 設置スペースが確保できない

HF-20 ローマンチェア 5 → 1 設置スペースが確保できない

HF-21 オリンピックベンチプレス 5 → 1 設置スペースが確保できない

GN-09 新体操用床セット 1 → 0 設置スペースが確保できない

BX-03 ボディプロテクター 5 → 0 スポーツ庁にて調達が可能

BX-04 ヘッドギア 4 → 0 スポーツ庁にて調達が可能

BX-13 メディシンボールセット 2 → 0 スポーツ庁にて調達が可能

LC-04 投げ込み練習用マット 1 → 0 スポーツ庁にて調達が可能

LC-05 ケトルベルセット 2 → 0 スポーツ庁にて調達が可能

ES-01 フェンシング用審判器 3 → 0 設置スペースが確保できない

ES-02 リールセット 9 → 0 設置スペースが確保できない

ES-03 アースケーブル 9 → 0 設置スペースが確保できない

ES-04 ピスト台 3 → 0 設置スペースが確保できない

ES-05 フルーレ用マスク 12 → 0 設置スペースが確保できない

ES-06 エペ用マスク 12 → 0 設置スペースが確保できない

ES-07 サーブル用マスク 12 → 0 設置スペースが確保できない

ES-08 フルーレ・エペ用グローブ 24 → 0 設置スペースが確保できない

ES-09 電気サーブル用グローブ 12 → 0 設置スペースが確保できない

ES-10 子供用ユニフォーム（小） 6 → 0 設置スペースが確保できない

ES-11 子供用ユニフォーム（中） 7 → 0 設置スペースが確保できない

ES-12 男性用ユニフォーム 7 → 0 設置スペースが確保できない

ES-13 女性用ユニフォーム 5 → 0 設置スペースが確保できない

ES-14 子供用パンツ 20 → 0 設置スペースが確保できない

ES-15 男性用パンツセット 1 → 0 設置スペースが確保できない

機材

番号
機材名 数量 変更理由
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ES-16 女性用パンツセット 1 → 0 設置スペースが確保できない

ES-17 電気フルーレ 12 → 0 設置スペースが確保できない

ES-18 電気エペ 12 → 0 設置スペースが確保できない

ES-19 電気サーブル 12 → 0 設置スペースが確保できない

ES-20 フルーレ用ボディコード 24 → 0 設置スペースが確保できない

ES-21 エペ用ボディコード 12 → 0 設置スペースが確保できない

ES-22 男性用フルーレ電気ベスト 7 → 0 設置スペースが確保できない

ES-23 女性用フルーレ電気ベスト 5 → 0 設置スペースが確保できない

ES-24 男性用サーブル電気ベスト 7 → 0 設置スペースが確保できない

ES-25 女性用サーブル電気ベスト 5 → 0 設置スペースが確保できない

ES-26 男性用プロテクター 7 → 0 設置スペースが確保できない

ES-27 女性用プロテクター 5 → 0 設置スペースが確保できない

ES-28 男性用チェストプロテクター 7 → 0 設置スペースが確保できない

ES-29 女性用チェストプロテクター 5 → 0 設置スペースが確保できない

ES-30 コーチ用ベスト型プロテクター 4 → 0 設置スペースが確保できない

ES-31 コーチ用レッグカバー 4 → 0 設置スペースが確保できない

ES-32 アームカバー 4 → 0 設置スペースが確保できない

ES-33 コーチ用グローブ 4 → 0 設置スペースが確保できない

ES-34 コーチ用マスク 4 → 0 設置スペースが確保できない

機材

番号
機材名 数量 変更理由
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5-5 討議議事録（英文・西文） 
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ペルー共和国 

 

パチャカマック博物館遺跡保全機材 

及び教育機材整備計画 

 

 
調査時名称：  

パチャカマック遺跡の保全及び周辺コミュニティーとの関係強化計画 

 

 

調査結果概要
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写真-1： 建設中のパチャカマック博物館外観。2015

年 10月に完成予定。 

写真-2： 左奥は建設中のパチャカマック博物館。右奥

は駐車場。観光バスや乗用車が停められている。手前は

パチャカマック遺跡で一番古い遺跡。 

 

 

  

 

 

写真-3：壁のコンクリート流し込み用の型枠を設置し

ている様子。 

写真-4：展示室に設置される展示棚を設置している。棚

は全て作り付けの予定。 

 

 

  

 

 

写真-5：発掘した陶器を保管するための倉庫。コンク

リート打ちっぱなしの壁・床。排気管や窓を取り付け

れば完成する状態。  

写真-6： 類似施設（国立博物館）の可動式棚。中には

収蔵品（布や陶器）が保管されている。新設のパチャカ

マック博物館でも同様の棚が要請されている。 

 

 

  

 

 

写真-7 遺跡の中にはいたるところに土器等の遺物

が残っているが、予算や人員の制限で多くの場所で発

掘は進んでいない。 

写真-8：虫や外部環境が原因で崩れた壁を修復する様

子。作業員は周囲の地域コミュニティから雇っている。 



 

 

 

 

  

 

 

写真-9： レンガ積みの壁を修復した後は、手を入れ

た箇所がわかるように印をつけることが決められて

いる。 

写真－10：布の修復作業の様子。洗浄や折り曲りを直し

た後に、専用の布から取れる糸を使ってほつれをめだた

ないようにする。 

 

 

  

 

 

写真-11： 修復用の日干しレンガを作る遺跡内にある

作業場。レンガのサイズは時代によって異なるため、

様々なサイズの型枠を使用している。 

写真-12：完成した日干しレンガはトラックで遺跡まで

運ばれ、人の手で積み上げられていく。 

 

 

  

 

 

写真-13：過去の地震で崩れた遺跡の壁。他にも環境

影響や地震が原因で崩れている壁が散見された。 

写真-14：新パチャカマック博物館用の収蔵品は国立博

物館の倉庫に保管されている。番号で管理され、中には

防虫対策としてコショウを入れている。 

 

 

  

 

 

写真-15：毎週末実施されている教育・普及活動の様

子。周辺コミュニティーの女性を集めてデザインの勉

強をし、遺跡のお土産作りを行っている。 

写真-16：類似施設（国立考古学歴史学人類学博物館）

の陶器ラボの様子。陶器を蒸留水に付けて洗浄する。 
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1. プロジェクトの背景・経緯 

1-1 プロジェクトの背景と無償資金協力要請の経緯 

ペルー国内には 5万を超える遺跡の存在が知られており、文化省（Ministero de Cultura）

がその管理を行っている。主要な遺跡に対しては調査プログラムや遺跡博物館設立を含

む改善プログラムに着手し、文化省が管轄する数多くの遺跡博物館ではペルー国民のア

イデンティティーの伝承のために文化遺産として相応しい適切な展示を行っている。 

パチャカマック遺跡は、ペルーにおいてユネスコの世界文化遺産であるクスコと並ぶ顕

著な歴史的価値を持った遺跡の一つであり、ペルー政府は世界遺産登録手続きを進めて

いる（国内の暫定リスト登録済）。またリマ市中心部からのアクセスも良いため、訪問者

数が多く（2014年は約 12.9万人）、広報的可視性も高い。 

ペルー政府予算で、パチャカマック遺跡サイト博物館の新設が進んでおり、2015 年 10

月に新博物館が完成予定である（2015年 7月調査時）。本プロジェクトの要請機材は、こ

の新博物館にて活用されるものである。対象サイトとなるパチャカマック遺跡は太平洋

海岸線から 3 キロに位置し、海風による塩害、近隣に広がる湿原における害虫の発生、

また冬季における 99%にもなる高い湿度は構造物や収蔵物の保全に悪影響をもたらして

いる。さらに、この地帯は地殻プレートの潜り込みに伴った地震が多発しており遺跡群

の破壊や崩落の主な原因となっている。要請機材には、このような気象現象や自然災害

に起因する影響を総合的に防護するツールとして、害虫駆除用具の他、主に予防処置用

の機材として、清掃器具、温度湿度制御機材、標本管理機材等が含まれている。また要

請機材の一部には、日干し煉瓦構造物の強度測定用機材等、遺跡の材料、修復用建材の

研究に係る機材も含まれており、今後の保全マニュアルの作成や海岸部における同様の

日干し煉瓦構造を持つ遺跡博物館や研究者への情報提供等、リマ地域における同分野の

研究拠点としての発展も期待される。 

一方で同遺跡は、文化資産の不法取引を目的とした盗掘や窃取による被害に晒されてい

る。周辺コミュニティーへの対応として、周辺住民及びリマ市内の小中学生等を対象と

した遺跡保護、環境管理などの教育・文化活動が実施されており、要請機材にはこうし

た活動に使用される視聴覚機材も含まれる。 

ペルー国文化省は 2014年 9月に無償資金協力にかかる要請書を我が国に提出した。本計

画の実現は、パチャカマック遺跡の保全と周辺コミュニティーとの関係強化に大きく貢

献するものと期待される。 
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1-2 無償資金協力要請の内容 

文化省及びパチャカマックサイト博物館は当初の要請内容を一部見直し、要請機材リス

トを JICAペルー事務所を通じて再提出した。その際の、要請アイテム数は発掘品・収蔵

品保全のための資機材 78 品目、遺跡保全のための資機材 45 品目、文化普及と教育のた

めの資機材 21品目、合わせて 144品目であった。 

パチャカマック博物館のスタッフとの協議において、要請機材の用途、使用頻度、使用

実績などの情報収集を行うとともに、遺跡及び収蔵品の保全作業の見学や作業記録を通

じてスタッフの技術レベルを確認した。これらの結果をもとに要請数量及び優先度を付

した最終要請機材リストを作成した。要請概要は以下の通りである。 

① 機材調達 

A. 発掘品・収蔵品保全のための資機材：64品目 

B. 遺跡保全のための資機材：30品目 

C. 文化普及と教育のための資機材：20品目 計 114品目 

上記の他に、輸送、保険、据付及び操作指導 

② 対象サイト：パチャカマック遺跡サイト博物館 

③ 実施機関：文化省 

1-3 我が国の関連分野への協力 

我が国の一般文化無償資金協力実績は以下の通りである。 

 

表-1 対ペルー国一般文化無償資金協力実績 

協力内容 
実施 

年度 
案件名 

事業費 

（百万円） 
概  要 

一般文化無償

資金協力 
2002 

国立シカン博物館に対する研

究・保存・保管機材 
43.1 

国立シカン博物館への文化財研

究・保存・保管機材の整備 

一般文化無償

資金協力 
2002 

エンリケ･グスマン･イ･バリ

ェ国立教育大学に対する LL

機材及び視聴覚機材 

47.7 

エンリケ･グスマン･イ･バリェ国

立教育大学への LL 機材及び視聴

覚機材の整備 

一般文化無償

資金協力 
2003 

ペルー国立考古・人類・歴史

学博物館に対する保存・研

究・展示機材 

49.2 

ペルー国立考古・人類・歴史学博

物館への保存・研究・展示機材の

整備 

一般文化無償

資金協力 
2004 

ペルー地球物理学研究所に対

するプラネタリウム機材 
50.0 

ペルー地球物理学研究所へのプ

ラネタリウム機材の整備 
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一般文化無償

資金協力 
2006 チャビン国立博物館建設計画 298.0 

チャビン・デ・ワンタル遺跡の遺

物を適切に保存・展示するための

施設整備 

一般文化無償

資金協力 
2007 

ペルー国立図書館視聴覚機材

整備計画 
36.5 

ペルー国立図書館がデジタル化

計画を進めるために必要な視聴

覚機材の整備 

一般文化無償

資金協力 
2008 

ペルー国営ラジオ・テレビ局

番組ソフト整備計画 
29.5 

ペルー国営ラジオ・テレビ局への

番組ソフトの整備 

一般文化無償

資金協力 
2009 体育庁柔道器材整備計画 44.5 

ペルーの地方における柔道練習

環境の整備 

一般文化無償

資金協力 
2009 

国立ラ・モリーナ農業大学研

究機材整備計画 
67.7 

ペルーにおける薬用植物及び農

林畜産分野の分析・研究機材の整

備 

一般文化無償

資金協力 
2012 

イカ州博物館展示・保存機材

整備計画 
49.6 

イカ州博物館の文化財保存・展示

機材および視聴覚機材の整備 

一般文化無償

資金協力 
2014 

地上デジタル放送人材育成機

材整備計画 
106.0 

国立工科大学電気通信研究・訓練

所に対し，撮影機材等の研修用放

送・番組制作機材整備 

1-4 他のドナー国・機関による協力 

米国の NGO である Sustainable Preservation Initiative（SPI）がパチャカマック遺跡

サイト博物館において周辺コミュニティーの女性支援活動を行っている。また 2011年に

は、米州開発銀行付属文化センターが、遺跡近郊に位置する各学校の学生を対象とした、

パチャカマック考古学遺跡内における先スペイン期時代の栽培植物に関するワークショ

ップを開催した。他国政府による資金協力あるいは技術協力は現在行われていない。  
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2. プロジェクトを取り巻く状況 

2-1 プロジェクトの実施体制 

2-1-1 組織・人員 

パチャカマック博物館の職員数は 77名（2015 年時点）である。内訳は以下の通り。 

博物館館長：1 

新パチャカマックサイト博物館建設プロジェクト責任者：1 

考古学者：10 

遺跡管理：1 

遺跡保全：31 

遺跡保全モニタリング：2 

遺跡調査：8 

データ処理：2 

発掘物登録：3 

織物修復：2 

測量：1 

庭園及び動物管理：1 

館内販売：1 

入場券販売：1 

啓発プロジェクト：1 

公式観光ガイド：2 

展示：1 

事務：7 

用務：1 

組織図を図-1に示す。 

 

図-1 パチャカマック博物館組織図 

 

事務局

博物館資料

記録技術課

調査

目録作成課
教育

文化推進事業課

図書館

資料管理課

秘書課

受付

監視

メンテナンス課
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パチャカマック遺跡の発掘物の修復およびサイト博物館の収蔵物の保管は博物館資料

記録技術課が担当している。また発掘物の登録、目録作成、遺跡建造物のデータ収集、

分析などは調査目録作成課が行っている。 

啓発活動は教育文化推進事業課が担当し、収蔵物の普及・宣伝活動、文化イベント、ワ

ークショップの開催を通じた教育普及を行っている。 

調達機材のメンテナンスは監視メンテナンス課が行う。 

2-1-2 財政状況 

パチャカマック遺跡サイト博物館の過去 3年間の平均収入は約 2,134千ヌエボソル（約

8,320万円）であり、その大半は政府補助金となっており、毎年安定している。特に 2014

年に始まったカパック・ニャンプロジェクトにパチャカマック遺跡の保全が含まれたた

め、同プロジェクトから博物館へ運営資金の支出があり、2014 年からの政府補助金の

額が増加している。 

支出は、人件費、博物館の運営やイベント費等の事業費、施設機材の維持管理費となっ

ている。2014 年から維持管理費が増額しているのは、新サイト博物館の建設に伴う仮

説事務所の運営維持管理に要する費用発生による。本調達機材の維持管理費用は年間

140万円程度と見込まれ、それは年間予算の 1.5%程度である。なお、光熱費および通信

費は文化省が負担することとなっている。 

表-2 パチャカマック遺跡サイト博物館の収支表（2013～2015） 

  2013 2014 2015(計画) 

収入 

  政府補助金 1,304,106   2,590,298   2,500,000  

  寄付  0                       0           7,080  

合計 1,304,106   2,590,298   2,507,080  

支出 

  人件費   947,284     1,976,238  1,914,000  

  事業費 96,000  96,000  96,000  

  維持管理費   260,822     518,060  490,000  

  その他   0      0         7,080  

合計 1,304,106 2,590,298 2,507,080 

収支 0 0 0 

単位：ヌエボソル 会計年度：1月 1日～12月 31日 
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2-1-3 技術水準 

計画機材の多くはパチャカマック遺跡サイト博物館に勤務する考古学者が使用するも

のであり、基本的な操作を理解すれば問題なく使用できるレベルの機材であるものの、

一部調査・検査機器にやや高度な機材が含まれている。これらの機材は博物館における

活動には必要不可欠な機材であるものの使用実績がないことから、初期操作指導および

運用指導の内容を充実されることにより博物館スタッフが確実に使用することができ

るようにする必要がある。 

2-1-4 既存施設・機材 

現地調査時点では、旧パチャカマック博物館解体後に設置されたプレハブの仮事務所が

あり、既存機材については最低限の作業に必要な PC、プリンター、カメラ、顕微鏡な

ど限られた機材しか所有していない。多くの機材が数年以内に購入された機材であるた

め、継続して使用することが可能である。 

2-2 環境社会配慮及びグローバルイシューとの関連 

2-2-1 環境社会配慮 

特になし。 

2-2-2 その他（グローバルイシュー等との関連） 

特になし。  
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3. プロジェクトの内容 

3-1 プロジェクトの概要 

(1) 上位計画 

国家開発計画では文化の民主化を推進することを謳っており、本プロジェクトはその方

針に沿っている。観光の推進により、観光客、とりわけ外国人観光客を増加させ入場料

収入を増加させるとともに、パチャカマック遺跡への理解が進むことにより外国との友

好関係を醸成および推進することとしている。これは、ペルー国内での観光業にかかる

社会参画推進と多文化共生という重要課題の解決に寄与するものである。 

本プロジェクトの実施機関である文化省は、国の文化資産を識別・保護・保全し、それ

をもって文化の推進を行うことを国家政策における包括的戦略目的としている。ペルー

の一般市民、公共機関、民間組織と連携した文化の保護、管理等を推進し、国の文化的

資産の保管、価値向上、保全を行うこととしている。 

(2) 当該セクターの現状 

パチャカマック遺跡サイト博物館は現在新施設を建設中であり、2015 年 10月の完成を

目指している。全体工程の約 70%を完了しているが、当初 7月 14日竣工の予定を 52日

間遅らせる措置が取られており、調査時（2015 年 7 月）には内装工事と外構工事を中

心に進めていた。 

パチャカマック遺跡には過去 5 年間で年間 12～14 万人程度が来訪している。首都リマ

からのアクセスが容易であることもあり、リマ市内やその周辺にある学校の課外授業な

どによる児童・生徒や高齢者の団体客も目立つ。 

現在、組織としてのパチャカマック博物館には 77 名の職員が勤務しており、その多く

は考古学の学位を有している。遺跡の保全、発掘物の登録、修復、保管といった活動に

従事しており、観光ガイドなどは契約職員として勤務している。また青年海外協力隊員

2名が派遣されており、周辺コミュニティー住民への教育普及活動、女性支援活動など

に従事している。 

旧博物館は展示スペースが 200 ㎡、倉庫スペースが 350 ㎡と小規模であったことから、

活動が限定的で必要機材も限られていた。しかし、新博物館は全体で 3,000㎡、展示ス

ペースが旧博物館の 5倍の 1,000㎡、倉庫スペースが 2.5倍の 850㎡となり、発掘品の

登録ラボ、布製品の保全に特化したラボ、調査ラボ、遺跡保全用ラボなどが新設される

ほか、多目的に利用できるホールも備えている。そのため既存機材のみでは新博物館で
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予定される活動には不十分であり、活動に支障が出ることから、日本政府に対し文化無

償資金協力の要請がなされた。 

遺跡を取り巻く環境は 3キロ先の太平洋からの風による塩害、冬季の 90%を超える湿度、

害虫やネズミの発生、地震の多発など、厳しい自然条件に晒されている。これまで害虫

やネズミの害を受けたことはないが、常に被害を受けるリスクがある。 

遺跡及び収蔵品の保全については、現状では十分な研究活動が行われておらず、研究に

必要なサンプルの検査について外国を含む外部機関に委託することがほとんどである

ことから、活動状況は限定的である。また、その実施方法も、担当職員の限られた知識

や経験をもとに、過去の文献等に頼りながら保全作業を行った上で、事後にその作業が

正しいか評価・モニタリングするしかなく、本来望ましい保全の形になっていない。し

かしながら、パチャカマック遺跡で行われている保全作業はペルー国内では依然トップ

クラスの規模であり、今回の協力を足掛かりに、今後はしかるべき技術を用いた調査・

研究を推進し、それに基づいた保全活動をおこなうことにより、リマ及びリマ南部の遺

跡にかかる文化財研究の活動拠点となることを目指している。 

一方、パチャカマック遺跡の周辺コミュニティーはいわゆるスラム地域であり、住居を

持たない者が遺跡内に不法に居を構える、盗掘したものを違法転売するなど、遺跡の保

全を阻害する問題が発生している。博物館はこれまで児童・生徒を中心に教育普及活動

を定期的に行い、歴史や遺跡保全の重要性を啓発してきたが、新博物館の開館により、

情操教育としての博物館教育を含め、遺跡の価値を理解し保全意識を高めるためのプロ

グラムを拡充することとしている。他方、博物館では米国の NGO の資金により 2014 年

8月から周辺女性住民に対する生活向上支援が行われており、土産物の作成や販売方法

などを学び、収入を確保することができるような活動の支援が行われている。 

以上のことから、パチャカマック遺跡の文化財や考古学的構造物保全のための研究・修

復・管理用機材および周辺コミュニティーへの教育・文化活動に資する機材の整備を日

本の協力により実施することで、遺跡の保全と文化の普及・推進に貢献することが期待

されている。 

(3) プロジェクトの目的 

本事業は、文化省所管のパチャカマック遺跡サイト博物館において、パチャカマック遺

跡における発掘物・収蔵物保全、建造物保全及び周辺コミュニティー住民等に対する啓

発活動のための機材を整備することにより、収集データに基づく調査研究、その結果を

用いた建造物や発掘物の保全を図り、もって地域住民の文化遺産の保存意識醸成及び文

化遺産の保護に貢献するものである。 
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3-2 無償資金による計画 

3-2-1 設計方針 

本無償資金協力は、ペルー国パチャカマック遺跡の発掘物・収蔵物保全活動、遺跡建造

物保全活動および周辺コミュニティー等への啓発活動を継続するため、これら活動の主

体であるパチャカマック遺跡サイト博物館に対し、データ収集、調査研究、保管および

啓発活動用視聴覚機材等を調達するため、ペルー国政府の要請内容と現地調査および協

議の結果を踏まえて以下の方針に基づき計画する。 

① 実施機関の技術レベルに適応し、運用・維持管理コストが可能な限り少ない機材と

する。またスペアパーツや消耗品が現地で調達可能でありメンテナンスが容易な機

材とする。 

② 発掘物・収蔵物保全のための資機材については、パチャカマック遺跡の発掘物デー

タ収集、調査研究、修復に対応できる機材を計画し、それらを適切に収蔵するため

の収納機材および温湿度管理機材を調達する方針とする。 

③ 遺跡保全のための資機材については、主に遺跡のイメージ情報収集・デジタルデー

タ化に必要となる撮影用機材やデータ化用ソフトウェア、遺跡の壁面の状態を確認

するための機材、また、遺跡の壁を修復するための日干しレンガの材料試験用の資

機材等とする。 

④ 文化普及と啓発のための資機材については、周辺コミュニティー住民をはじめ、ペ

ルー国内の生徒・児童あるいは一般観光客を対象に含めた普及・教育プログラムの

ために必要な資機材とする。 

3-2-2 基本計画（機材計画） 

(1) 機材選定の基本方針 

最終要請機材を取りまとめるにあたって、各分野の責任者・使用者との協議を通じて

各機材の必要性、要請数量の根拠、既存機材との重複排除などを確認し、妥当性が高

いと認められる機材を選定した。要請機材の妥当性検証のための判断基準は以下のと

おりである。 

① 現状もしくは将来計画にある活動内容との整合性 

② 現状もしくは将来計画にある維持管理体制、予算措置との整合性 

③ 担当職員の技術レベルとの整合性 

④ 過度に先進性を求めていないか 

⑤ サイト博物館の自己予算で消耗品、スペアパーツを購入できる機材 
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⑥ モデルチェンジが頻繁ではない機材 

⑦ 耐用年数が一定以上ある機材 

⑧ 事務管理に特化していない機材であること 

⑨ 使用頻度・費用対効果が妥当である機材 

⑩ 代替え方法がない、独自予算での購入が難しい機材 

⑪ 入札における競争性が確保できる機材 

(2) 調達機材計画 

上記選定基準に基づき、各分野における機材を以下の内容で計画した。 

表-3 機材計画内容 

分野 機材計画方針及び主な機材名 

発掘品・収蔵品保全

のための資機材 

発掘品・収蔵品保全のための資機材については、パチャカマック遺跡

から発掘される陶器・布・植物・石・骨などを適切に保全、保管する

ために必要な資機材を計画した。 

対象機材の例：除湿機、空気清浄機、免振台、可動式収蔵品収蔵棚な

ど  

遺跡保全のための資

機材 

遺跡保全のための資機材については、主に遺跡のイメージ情報収集・

デジタルデータ化に必要となる撮影用機材やデータ化用ソフトウェ

ア、遺跡の壁面の状態を確認するための機材、遺跡内を観光客が回る

ためのカート、また、遺跡の壁を修復するための日干しレンガの材料

試験用の資機材を計画した。 

対象機材の例：デスクトップパソコン、温度測定カメラ、ドライオー

ブンなど  

文化普及と教育のた

めの資機材 

文化普及と教育のための資機材については、周辺コミュニティーのみ

でなく一般観光客も対象に含めた普及・教育プログラムのための資機

材を計画した。 

対象機材の例：プロジェクター、投射用スクリーン、研修用テーブル、

音響装置など  

次に計画機材リストを示す。 
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表-4 全機材リスト 

 

登

録

ラ

ボ

布

保

全

用

ラ

ボ

調

査

ラ

ボ

遺

跡

保

全

ラ

ボ

展

示

室

セ

ラ

ミ

ッ

ク

用

倉

庫

①
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ラ
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ッ

ク

用

倉

庫

②

布

用

倉

庫

木

・

骨

・

植

物

用

倉

庫

多

目

的

ホ
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ル

機

材

保

管

室

サ

ー

バ

ー

室

イ

ン

カ

農

園

駐

車

場

1 衣類加湿器 1 1

2 除湿機 10 6 1 1 1 1

3 空気清浄機 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1)

4 光度計（可視光計）　　　　 1 1

5 UVモニター 1 1

6 捕虫器（歩行性昆虫用） 1 1

7 捕虫器（飛翔性昆虫用） 4 1 1 1 1

8 デジタル双眼顕微鏡 1 1

9 げっ歯類対策超音波装置 12 3 3 3 3

10 害虫対策超音波装置 12 3 3 3 3

11 免震台（小） 20 20

12 免震台（大） 10 10

13 可搬デジタル顕微鏡 1 1

14 pH 計 2 1 1

15 マンセル標準土色帳 2 1 1

16 マンセル顔料見本帳 2 1 1

17 Mohs 見本帳 2 1 1

18 Pantone 見本帳 1 1

19 クレペリン修復布 1 1

20 生地巻き取り専用筒 15 15

21 洗剤 1 1

22 薄葉紙 1 1

23 絹紙 15 15

24 和紙 1 1

25 デジタルノギス 3 1 2

26 可動式収蔵品収納棚 1 (1) (1)

27 図面収納庫 1 1

28 金庫 1 1

29 三次元スキャナー 1 1

30 可搬 X 線蛍光分析装置 (XRF) 1 1

31 撮影ブース（小） 2 2

32 撮影ブース（大） 2 2

33 パラソルレフ 2 2

34 撮影台 1 1

35 LED リフレクター 2 2

36 露出計 1 1

37 複合機 1 1

38 一眼レフカメラ 3 2 1

39 デスクトップパソコン(収蔵品保全活動用） 5 5

40 布用摺動式フレーム収納用棚 1 1

41 真空吸引システム 2 1 1

42 高圧蒸気滅菌器 1 1

43 粉塵液体吸引機 1 1

44 蒸留水製造装置 1 1

45 油圧式リフト 1 1

46 スチール亜鉛メッキキャビネット 1 1

47 電子天秤 2 1 1

48 卓上はかり 2 1 1

49 台はかり 1 1

※括弧付き番号：本体部の設置数量

機

材

番

号

機材名
数

量

数量内訳
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50 手押し台車 3 3

51 デジタル湿度テスター 1 1

52 温湿度計 8 2 2 2 2

53 除湿紙 2 2

54 タブレット 10 10

55 一眼レフカメラ（フラッシュ付き） 1 1

56 C 字フラッシュアーム 1 1

57 カメラ用ジブクレーン 1 1

58 デスクトップパソコン(遺跡保全活動用） 2 2

59 ソフトウエア・AutoCAD 1 1

60 ソフトウエア・Photoshop CC 3 3

61 サーバー 2 2

62 ソフトウエア・Agisoft Photoscan Professional edition 2 2

63 シュミットハンマー 1 1

64 クラックモニター（床置き型） 2 2

65 デジタル傾斜計 2 2

66 温度測定カメラ 1 1

67 内視鏡 1 1

68 クラックモニター（ポータブル） 1 1

69 分析天秤 1 1

70 カート 2 2

71 航空写真撮影機 1 1

72 ドライオーブン 1 1

73 銅製ふるいセット 1 1

74 液性限界試験器具 1 1

75 塑性限界試験器具 1 1

76 CBR試験装置 1 1

77 GNSSシステム 1 1

78 ラップトップパソコン 1 1

79 レーザープリンター 1 1

80 投写用スクリーン 1 1

81 デスクトップパソコン(教育活動用） 2 2

82 ビデオカメラ 1 1

83 デジタルカメラ 2 2

84 音響装置 1 1

85 プロジェクタ 1 1

86 研修用テーブル 15 15

87 椅子 30 30

88 送迎用ワゴン車 1 1

89 ハンズフリー拡声器 10 10

90 ホワイトボード 1 1

91 車いす 2 2

92 噴霧器 1 1

93 弧輪車 1 1

94 揚水ポンプ 1 1

数

量

数量内訳

機

材

番

号

機材名
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(3) 交換部品、消耗品の設計計画 

本プロジェクトで調達される機材の交換部品・消耗品は、標準として本体に装備さ

れているものの他は本計画に含めないこととする。 

(4) その他 

機材マニュアルなどの言語はスペイン語とする。 

3-2-3 調達計画 

(1) 資機材等調達先 

本プロジェクトにおける計画機材のほとんどは日本における調達品とするが、PCやサ

ーバー、プリンター類については主要メーカーの販売代理店がリマ市内に多数ありメ

ンテナンスや消耗品・交換部品の調達が容易であることから、ペルーにおける現地調

達を原則とする。また、 クレペリン修復布、三次元スキャナー、可搬 X 線蛍光分

析装置 (XRF)、ソフトウェア類、カート、送迎用ワゴン車については、 日本メーカ

ーのみでは競争性を確保することが難しいまたは、日本メーカー製品が存在しないこ

とから、第三国メーカー（米国またはフランスを想定）製品の調達を行う。 

以下に主要な資機材調達先を示す。 

表-5 主要な資機材調達先 

 

資機材名 
調達国 備考 

現地 日本 第三国 (想定国) 

発掘物登録用機材 ○ ○   

発掘物修復用機材  ○ ○ フランス、米国 

収蔵物保管用機材 ○ ○   

データ収集用機材 ○ ○   

データ解析用機材 ○ ○   

調査研究用機材 ○ ○ ○ 米国 

教材作成用機材 ○ ○   

活動支援用機材 ○ ○   
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(2) 輸送計画 

1) 輸送範囲、輸送経路 

全ての機材について日本側の経費負担によりサイトまで輸送を行うこととし、輸送

範囲は日本からペルー国の対象サイトまでとする。 

輸送経路については、以下のルートを原則とする。 

日本の主要港 →
海上輸送

ペルー国 (カヤオ港) →
陸上輸送

サイト（パチャカマック遺跡） 

2) 輸送方法 

日本からペルー国のカヤオ港まではコンテナ定期船による海上輸送とし （20 フィ

ート、40フィートコンテナ）、カヤオ港からペルー市内にあるサイトまでコンテナに

て輸送、荷下ろし渡しとする。所要日数は 30日程度が見込まれる。 

3) 輸送梱包 

輸送梱包は原則として密閉防湿木箱梱包とする。メーカーおよびメーカー代理店に

て出荷用の初期梱包を施した上で、梱包所にて木箱梱包を行うこととする。 

(3) 機材据付及び操作指導 

本プロジェクトで計画されている機材のなかには三次元スキャナー、可搬 X 線傾向

分析装置（XRF）、航空写真撮影機など、据付工事にあたり専門性を持った技術者を

要するものがある。そのため、メーカーから技術者を派遣し、据付工事にあたる計

画とする。メーカー技術者の派遣が必要な機材、据付日数は表-6のとおりである。 

多くの機材が既存施設への設置が予定されているため、博物館の機能を停滞させる

ことがないよう迅速な据付作業が必要とされるため、機材を専門性、部門別に分類

し、適切なメーカー派遣技術者、現地特殊作業員を配置し、効率的に工事を進める

計画とした。 

据付工事は原則として現地普通作業員を雇用する計画とするが、PC、ラボ機材、空

気清浄機など据付・セットアップに専門知識が必要な機材については現地特殊作業

員を雇用することとした。 
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表-6 メーカー技術者派遣計画 

  
機材
番号 

機材名 日数 

メーカー派遣技術者１ 26 可動式収蔵品収蔵棚 31 

メーカー派遣技術者２ 29 三次元スキャナー 2 

メーカー派遣技術者３ 30 可搬 X線蛍光分析装置（XRF） 1.5 

メーカー派遣技術者４ 71 航空写真撮影機 3 

メーカー派遣技術者５ 77 GNSS システム 2 

 

1) 据付工事計画 

前述の通り、メーカー派遣技術者を配置する各機材については、日本から当該技術者

を派遣して据付工事を行う計画とする。上記以外の機材については、現地普通作業員、

現地特殊作業員が据付工事を行う。据付工事の開始から完了までの全期間に調達業者

の現地調達管理要員 1名（日本人）を配置し、メーカー派遣技術者、現地特殊作業員

の管理業務を行う。 

2) 調整・試運転（動作確認）実施計画 

調整・試運転（動作確認）についても、上記据付工事と同様に設置完了に引き続き、

各メーカー派遣技術者、現地特殊作業員が行うものとし、調達業者がこれらの管理業

務を行うものとする。 

3) 初期操作指導実施計画 

上記調整・試運転完了後引き続き、各メーカー技術者、現地作業員が行うものとし、

調達業者がこれらの管理業務を行うものとする。 

4) 運用指導実施計画 

上記初期操作指導に引き続き、各メーカー技術者が行うものとし、調達業者がこれら

の管理業務を行うものとする。運用指導は、調達機材に係る技術的な利用方法、解析

方法、保守管理手法等を指導する。 

5) 検査・検収等実施計画 

国内業務として、入札による落札業者選定後の機器製作図確認・照合業務、出荷前検

査および第三者機関による船積前機材照合検査を行うこととする。また、現地におい

ては機材の検収・引渡等の業務を行う。 
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① コンサルタントの検査・検収実施計画 

業者選定後の業者打ち合わせ等にかかる国内調整業務、出荷前検査及び第三者機関に

よる船積前機材照合検査にかかる国内調整業務は検査技術者 2(4 号)が担当する。機

材の検収・引渡しにかかる現地業務は常駐調達監理技術者（3号）が担当する。 

② 調達業者の検査実施計画 

業者契約後の業者打合わせおよび機器製作図確認、出荷前検査及び第三者機関による

船積み前機材照合検査立合いに係る国内業務は検査要員(3 号)が担当する。また現地

における開梱搬入から引渡しまでの据付工事等にかかる調達管理は現地調達管理要

員(3号)が担当する。 

(4) 免税手続 

日本調達または第三国調達に際し生じる輸入税は免税となり、ペルー国内で調達した

機材に係る消費税と地方税については還付方式となる。民間団体・企業は還付申請を

することができないため、文化省が登録を行う。登録には、文化省宛ての機材見積書

と業務計画書が必要となる。登録は機材業者契約の締結後速やかに行う必要があるが、

機材購入から 6か月後までは登録のための申請をすることができる。登録には申請か

ら約 1か月を要する。 

(5) 事業実施工程表 

本プロジェクトの事業実施工程表を表-7に示す。 
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表-7 事業実施工程表 
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収
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み
前
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材
照
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検
査

出
荷
前
検
査
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3-3 相手国側負担事項 

本プロジェクトの実施にあたり、ペルー国側の負担事項は、次のとおりである。 

表-8 相手国側負担事項 

 項  目 
概算金額 

（百万円） 

（1） 新サイト博物館施設の建設 400 

（2） 免税措置 0 

（3） 銀行手数料 0.2 

（4） サーバー使用に必要な館内 LAN構築 1 

（5） 運用開始後の交換部品、消耗品の調達 1／年 

（6） 
データ分析ソフトウエアライセンス更新料 

（1年後から発生） 
0.4／年 

 

3-4 プロジェクトの運営維持管理 

調達機材の運営・維持管理はパチャカマック遺跡サイト博物館の監視メンテナンス課が

行い、費用は博物館予算より支出される。修理・点検等が必要になった場合には、外注

により対応する。なお、本事業により調達される機材の維持管理費は同博物館の年間予

算の 1.5％（40,000ヌエボソル）程度であり、負担は問題ないと考えられる。  
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4. プロジェクトの評価 

4-1 プロジェクトの前提条件 

4-1-1 事業実施のための前提条件 

パチャカマック遺跡サイト博物館の新施設が建設されていることが前提条件となる。現地

調査時点で約 70%の進捗率であったが、建設予算は確保されており、完工を阻む深刻な問

題は確認されていない。 

4-1-2 プロジェクト全体計画達成のための前提条件・外部条件 

特になし。 

4-2 プロジェクトの評価 

4-2-1 妥当性 

本事業は当国文化省の主要な遺跡やパチャカマック遺跡サイト博物館の設立を含む保全

プログラムに位置づけられ、当国民に対する考古学的遺跡への保全意識の強化に貢献し、

同国民の歴史、文化に対する情操教育に大きく貢献する。さらに、首都リマ市中心部か

らのアクセスも良いことから訪問客が多く（2014 年は約 12.9 万人）、日本からもこれま

で皇族や政府要人が訪れており、外交上のインパクトおよび広報効果をもたらすことが

期待される。よって、無償資金協力により本事業の実施を支援する必要性及び妥当性は

高い。 

4-2-2 有効性 

1) 定量的効果 

表-9 定量的効果 

指 標 名 
基 準 値 

【2014年実績値】 
目標値（2020年） 

【事業完成 3年後】 

発掘物の年間登録作業数（件） 80 120 

遺跡の材料試験や遺跡修復に必要な
建材の強度試験等の年間件数（件） 

6  50  

遺跡イメージ情報収集、デジタルデー
タ化の年間作業対象面積（㎡） 

10,000 15,000 

周辺コミュニティーに対する教育普
及活動の年間参加者数（名） 

2,467 3,000 
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2) 定性的効果 

① 過去の文献や現状の職員の経験と知識に依存した保全活動から、データ解析結果

に依拠した保全活動へ改善される。 

② 防虫・温湿度対策や免震対策などに対し、適切な環境で保管できるようになる。 

③ 周辺コミュニティーが遺跡の歴史的価値を正しく理解し、遺跡に対する保全意識

が高まる。 

4-3 その他（広報、人材交流等） 

4-3-1相手国側による広報計画 

引渡し式の実施、博物館 Webページの活用、イベント時のマスメディア等を通じた広報

宣伝活動を計画していることを確認した。また、文化省が発行している書籍について、

本プロジェクトによる調達機材を用いて行われた研究・修復等による内容が掲載される

場合は日本の協力機材によるものである旨を記載することも検討している。さらに、

2012 年度一般文化無償資金協力案件であるイカ州博物館展示・保存機材整備計画では

文化省が博物館の説明パネルに日本の協力があった旨掲載することを検討していると

のことであり、本件でもこの例に倣うことを想定している。 

4-3-2 その他 

本調査では、契約履行期限の延長により交換公文（E/N）締結が成果品提出に先行する

状況となった。そのため、E/Nに記載されている最終的な案件名は調査時の案件名から

変更されている。
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5. 付属資料 

5-1 調査団員・氏名 

玉木 智宏 チームリーダー/機材計画 4 インテムコンサルティング㈱ 

大原 みさと 機材調達・積算 4 インテムコンサルティング㈱ 

 

  



 

22 

 

5-2 調査行程 

 

  

玉木智宏 大原みさと

チームリーダー/機材計画4/ 機材調達/積算４

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

調達調査

機材計画まとめ

機材協議＠パチャカマック博物館

 調達調査機材協議＠パチャカマック博物館

機材協議＠パチャカマック博物館

機材協議＠パチャカマック博物館

資料整理

国立博物館収蔵庫調査

類似施設調査：国立考古学歴史学人類学博物館

普及啓発活動調査＠パチャカマック博物館

機材協議＠パチャカマック博物館

調達調査

資料整理  調達調査

21
成田到着  (15:25)

12:00 ミニッツ署名＠文化省

15:00 大使館報告　16:30 JICA報告

機材協議＠パチャカマック博物館

ミニッツ打ち合わせ＠JICA

リマ発

リマ-アトランタ-

金

16

17

金

土

19

20

18 木

日

月

7/16

7/17

7/18

火

7/19

資料整理

7/10

7/11

7/12

土

日

7/14

7/15 水

火

日程

JICAペルー事務所打ち合わせ

木

月 移動（成田-アトランタ-リマ）1

キックオフミーティング＠文化省

6/29

日

水

2 6/30

5

7/13

12

13

14

15

6 7/4 土

3 7/1

4 7/2

月

7

9 7/7 火

7/3

7/5

8

金

7/6
団内会議

ミニッツ協議＠文化省

団内会議

ミニッツ最終協議＠文化省

成果指標についての会議＠JICA事務所

11 7/9 木

10 7/8 水
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5-3 関係者（面会者）リスト 

名前 組織名  役職 

Mario Huapaya Nava Ministry of Culture General Secretary 

Irene Suarez Quiroz Ministry of Culture General Director of Administration 

Maria Trinidad Tavara Ministry of Culture 
Director of the Planning and Budget 
Office 

Giancarlo Marcone 
Flores 

Qhapaq Ñan Proyect General Coordinator 

Rossina Manche 
Mantero 

Ministry of Culture Adviser of the General Secretary Office 

Amelia Nathalie 
Alania Escobar 

Ministry of Culture Legal Adviser of the Legal Advice Office 

Mirla Chulán Ministry of Culture Legal Adviser of the Legal Advice Office 

Raúl Alfaro 
Barrientos 

Ministry of Culture Networking and Communication Coordinator 

Jairo Pineda Pinas Ministry of Culture Head of IT and Telecomunication Office 

Carmen Rosa Uceda 
Site Museum of 
Pachacamac 

Arquitect 

Denise Pozzi-Escot 
Site Museum of 
Pachacamac 

Director 

Fiorella Moreno Ministry of Culture 
Legal Adviser of the General Secretary 
Office 

Martin Sosa Ministry of Culture Museums General Director 

Margarita Campos Ministry of Culture International Cooperation Office OGPP 

Eugenia Belaunde 
APCI- Peruvian Agency 
for International 
Cooperation 

Portfolio Responsible. Director of 
Management and International Negotiation 

菊池 四郎 
APCI- Peruvian Agency 
for International 
Cooperation 

JICA 専門家 

和田 房恵 在ペルー日本大使館 広報文化担当 二等書記官 

江口 雅之 JICAペルー事務所 所長 

近藤 貴之 JICAペルー事務所 次長 

中条 真帆 JICAペルー事務所 副調査役 
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5-4 討議議事録及び当初要請からの変更点 

最終的に文化省およびパチャカマック遺跡サイト博物館と合意した討議議事録は別添の

とおりである。また、討議議事録における要請内容から削除・変更した機材内容は別表

のとおりである。 

別表 討議議事録における要請内容から削除・変更した機材 

 

機材 

番号 
機材名 数量 変更理由 

A-04 双眼鏡 5 → 0 
プロジェクト実施に直接の関連性が

ないため協力対象から除外。 

A-15 pH 計 3 → 2 作業スペース、作業量を勘案し削減。 

A-20 クレペリン修復布 1 → 1 
作業量を勘案しセット内構成ごとの

数量を半減。 

A-26 デジタルノギス 6 → 3 作業量を勘案し削減。 

A-28 図面収納庫 5 → 1 設置スペースを勘案し削減。 

A-32 撮影ブース（小） 5 → 2 作業スペース、作業量を勘案し削減。 

A-33 撮影ブース（大） 5 → 2 同上 

A-34 パラソルレフ 3 → 2 同上 

A-35 撮影台 2 → 1 同上 

A-41 布用摺動式フレーム式収納棚 2 → 1 設置スペースを勘案し削減。 

A-43 博物館用掃除機 1 → 0 
プロジェクト実施に直接の関連性が

ないため協力対象から除外。 

A-47 
監視カメラ付き電子警報システ

ム 
1 → 0 

博物館施設に据付けるものであり、

工事区分等が不明確なため協力対象

から除外。 

A-49 引き出し付メタルキャビネット 5 → 0 
一般家具であり先方負担可能なため

協力対象から除外。 

A-50 
スチール亜鉛メッキキャビネッ

ト 
2 → 1 設置スペースを勘案し削減。 

A-51 
キャスター付金属製キャビネッ

ト 
1 → 0 

一般家具であり先方負担可能なため

協力対象から除外。 

A-55 
オーダーピッキングトロリー

（大） 
2 → 0 

一般家具であり先方負担可能なため

協力対象から除外。 

A-56 サービスワゴン 2 → 0 
一般家具であり先方負担可能なため

協力対象から除外。 

A-57 手押し台車 3 → 0 
一般家具であり先方負担可能なため

協力対象から除外。 

A-58 平床台車 1 → 0 
一般家具であり先方負担可能なため

協力対象から除外。 

A-59 ツールワゴン 2 → 0 
一般家具であり先方負担可能なため

協力対象から除外。 

A-60 可動式作業台 1 → 0 
一般家具であり先方負担可能なため

協力対象から除外。 
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A-61 電子黒板 1 → 0 
使用頻度が低いと見込まれ協力対象

から除外。 

B-01 タブレット 15 → 10 作業量を勘案し削減。 

B-11 クラックモニター（床置型） 3 → 2 同上 

B-12 デジタル傾斜計 3 → 2 同上 

B-16 貨物用三輪車 2 → 0 
既存機材で対応可能なため協力対象

から除外。 

B-19 航空写真撮影機 2 → 1 作業量を勘案し削減。 

B-22 電動ドライバーセット 1 → 0 
プロジェクト実施に直接の関連性が

ないため協力対象から除外。 

B-23 電動工具セット 1 → 0 
プロジェクト実施に直接の関連性が

ないため協力対象から除外。 

B-24 トランシーバー 10 → 0 

既存トランシーバーと周波数の合う

トランシーバーを調達することが困

難なため協力対象から除外。 

B-27 電動ノコギリ 1 → 0 
プロジェクト実施に直接の関連性が

ないため協力対象から除外。 

C-03 Blue-ray プレーヤー 1 → 0 
Blue-ray再生機能を持つ PCを調達す

るため協力対象から除外。 

C-11 椅子 50 → 30 

2 名用研修テーブル 15 台に対応する

椅子のみを協力対象とし、それ以外

を除外。 

C-12 
オーダーピッキングトロリー

（小） 
1 → 0 

一般家具であり先方負担可能なため

協力対象から除外。 

C-17 折りたたみスツール 5 → 0 
一般家具であり先方負担可能なため

協力対象から除外。 
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5-5 討議議事録（英文・西文） 
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